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○ 主な修正項目

（１）気象庁による新たな防災気象情報の運用開始に伴う避難指示基準等

の見直し

（２）津波注意報における体制等の見直し

（３）大規模災害時の医療救護体制の見直し

（４）国の防災基本計画修正（令和７年７月）に伴う被災者に対する福祉的

支援等の充実化等の見直し

（５）千葉県の地域防災計画修正（令和８年３月）に伴う「フェーズフリー」の

推進等の見直し

（６）その他時点修正等

２ 令和８年度千葉市地域防災計画の修正

２



（１）気象庁による新たな防災気象情報の運用開始に伴う避難
指示基準等の見直し

ア 本日（令和8年5月29日(金)）から運用開始される新たな防災気象情報の反映

２ 令和８年度千葉市地域防災計画の修正

３※ 千葉市には１級河川などはないため、「河川氾濫」は発表されない。

河川氾濫
１級河川などの
大河川の氾濫

大雨
低地の浸水や

大河川以外の氾濫

土砂災害
急傾斜地のがけ崩れや

土石流

高潮
海水面の上昇や

波の打上げによる浸水

（警戒レベルごとの）
住民が

とるべき行動

警戒レベル

５相当
レベル５

氾濫特別警報
レベル５

大雨特別警報
レベル５

土砂災害特別警報
レベル５

高潮特別警報
命の危険 直ちに安全確保！

＜警戒レベル４までに危険な場所から かならず避難！＞

警戒レベル

４相当
レベル４

氾濫危険警報
レベル４

大雨危険警報
レベル４

土砂災害危険警報
レベル４

高潮危険警報
危険な場所から全員避難

警戒レベル

３相当
レベル３
氾濫警報

レベル３
大雨警報

レベル３
土砂災害警報

レベル３
高潮警報

避難に時間を要する人は早めに避
難、避難の準備など

警戒レベル

２
レベル２
氾濫注意報

レベル２
大雨注意報

レベル２
土砂災害注意報

レベル２
高潮注意報

避難行動を確認（避難場所や避
難ルート、避難のタイミングなど）

警戒レベル

１
早期注意情報 災害への心構えを高める

① 河川氾濫、大雨、土砂 

災害、高潮の4種類の情

報を５段階の警戒レベル

にあわせて発表

② 避難指示基準となる

 レベル４の「危険警報」

 が新設

③ 名称そのものにレベル

の数字を付けて発表



（１）気象庁による新たな防災気象情報の運用開始に伴う避難
指示基準等の見直し

ア 本日（令和8年5月29日(金)）から運用開始される新たな防災気象情報の反映

④ 前日に警報等の見通しを「時系列情報」として発表

２ 令和８年度千葉市地域防災計画の修正

４

災害切迫

危険

警戒

注意



（１）気象庁による新たな防災気象情報の運用開始に伴う避難
指示基準等の見直し

イ 避難指示基準等の見直し

① １２の河川が「レベル４大雨危険警報」の対象となったため、これら河川

を対象に避難指示等を発令

・ これまでは都川及び村田川の水位基準に基づき避難指示等を発令

→ これからは都川及び村田川の水位基準に加え、１２河川を対象に

「レベル４大雨危険警報」が発表された場合にも避難指示等を発令

・ これまでは河川全域を対象に避難指示等を発令

→ これからは都川、村田川及び花見川について、上流と下流に地域を

分けて避難指示等を発令（市のマニュアルに反映）

２ 令和８年度千葉市地域防災計画の修正

都川、葭川、支川都川、村田川、花見川（印旛放水路）、勝田川、浜野川、生実川、
浜田川、鹿島川、並木川、小中川

５



（１）気象庁による新たな防災気象情報の運用開始に伴う避難
指示基準等の見直し

イ 避難指示基準等の見直し

② 「時系列情報」に基づき、災害発生のおそれがある前日に市災害

対策本部を設置（＝避難指示等の発令及び避難所の開設）

２ 令和８年度千葉市地域防災計画の修正

６

○ 翌日の夜間に危険（紫色の表示）が発表された場合には、安全
に避難等を行うため、前日に市災害対策本部を設置し、避難所開
設等の事前対策を実施



２ 令和８年度千葉市地域防災計画の修正

（２）津波注意報における体制等の見直し

○ 令和7年7月30日カムチャツカ半島付近の地震（津波注意報）の対応

・ 津波注意報の際の対応について、学校や保育施設等の対応に相違

・・・ 一部施設では、近隣の学校や、 上階への垂直避難を実施

・・・ 実際の浸水想定エリアは海岸付近のみ（陸域には浸水しない）

７

ア 庁内体制の見直し

津波注意報発表時に所管施設への対応を行うため、保健福祉局及び

こども未来局の参集を明記

イ 市民周知の強化

津波注意報・警報の際の浸水想定区域や、高潮との避難の考え方の

違い等について、学校などの施設や市民への周知を強化することを明記



（３）大規模災害時の医療救護体制の見直し

ア 保健医療福祉調整本部の設置

保健・医療・福祉の連携を図り、市外からの応援を円滑に受け入れ

るため、医療対策本部に代わり、保健福祉局（災害対策本部保健福

祉部）内に保健医療福祉調整本部を設置

イ 救護所の設置方針の見直し

地域の医療機関を補完するため、発災後おおむね72時間以内に軽

傷者用救護所を総合保健医療センターに優先的に設置

ウ 市外の医療活動チームの積極的な受け入れ

地域の医療提供体制が復旧するまでの間、市外の医療活動チーム

を積極的に受け入れて、避難所等における医療救護活動を実施

２ 令和８年度千葉市地域防災計画の修正

８



２ 令和８年度千葉市地域防災計画の修正

（４）国の防災基本計画修正（令和７年７月）に伴う被災者に対する

福祉的支援等の充実化等の見直し

ア 被災者に対する福祉的支援等の充実化

・高齢者等の要配慮者、在宅避難者など多様な支援ニーズに対応する

ため、災害救助法の救助の種類に、福祉サービスの提供が追加

・避難所の運営支援や炊き出し等の被災者の援護に協力するＮＰＯ・

ボランティア団体等を国が登録・データベース化する「登録被災者

援護協力団体」について、市が平時からの連携を強化

イ 避難生活における生活環境確保に係る取組の充実化

・快適なトイレ、し尿処理、健康のための入浴施設の状況把握及び、

必要な対策の実施
９



２ 令和８年度千葉市地域防災計画の修正

（４）国の防災基本計画修正（令和７年７月）に伴う被災者に対する

福祉的支援等の充実化等の見直し

ウ 罹災証明書の発行体制の整備

・不動産鑑定士や行政書士等の士業団体等との応援協定の締結、応

援受入れ体制の構築など、罹災証明書の交付に必要な業務の実施

体制の整備

エ インフラ・ライフラインの復旧迅速化、代替性の確保

・最優先で復旧すべき箇所の事前選定等、上下水道一体での災害対

応の実施

オ 防災ＤＸの加速

・国の新総合防災情報システム（SOBO-WEB）や新物資システム

（B-PLo）について、研修・訓練等の実施による利活用促進
１０



（５）千葉県の地域防災計画修正（令和８年３月）に伴う

「フェーズフリー」の推進等の見直し

２ 令和８年度千葉市地域防災計画の修正

ア 「フェーズフリー」の推進

・平時と災害時を問わず施設や物品等を活用する「フェーズフリー」

を推進

イ 指定地方行政機関の追加等に伴う修正

・指定地方行政機関の追加

・指定公共機関の追加及び名称変更を反映
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３ 令和８年度千葉市水防計画の修正

（１）水防法に基づく雨水出水浸水想定区域の指定

令和８年３月に本市が指定・公表した、概ね1,000年に1度

起こりうる降雨により、既存の排水施設で処理しきれない内水

が氾濫した場合の雨水出水浸水想定区域について記載

（２）気象庁による新たな防災気象情報の運用開始に伴う修正

気象庁ホームページの名称変更を反映

１２
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